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四国銀行 住宅ローン（ツインプラン） 

2024年 2月 5日現在 

○ご利用 

  いただける方 

（１）ご契約時の年令が満 18歳以上・満 70歳以下（満 71歳未満）でかつ最終弁済時の年令が、81歳以下 

（満 82歳未満）の方。 

（２）安定した収入が見込まれる方。 

（３）団体信用生命保険への加入が認められる方。 

（４）四国保証サービス(株)の保証が受けられる方。 

○お使いみち 

（１）居住用住宅（別荘・マンション・店舗併用住宅を含みます）の新築および修繕資金。 

（２）居住用住宅（別荘・マンション・店舗併用住宅を含みます。新築・中古物件を問いません）の購入資金。 

（３）居住用住宅を建築する目的で取得する土地の購入資金。 

（４）住宅資金借換資金（借換時に清算する元利金・手数料・諸費用等をすべて含みます）。 

○ご利用限度額 1億円以内 

○ご利用期間 
40年以内 

(注) ただし、中古住宅は 40年マイナス築後年数となります（期間を超える場合は、都度ご相談ください）。 

○ご返済方法 

（１）元利均等月賦償還(※1)もしくは元金均等月賦償還（※2）のいずれかを選択できます。 

ただし、返済の途中で、元利均等月賦償還から元金均等月賦償還への変更、または元金均等月賦

償還から元利均等月賦償還への変更はできません。 

（２）給与所得者の方は、6 ヵ月ごとのボーナス時増額返済(融資額の 50％以内)の併用ができます。 

（３）借主の預金口座より、毎月一定の日（※3）に自動振替払いとなります。 

※1：毎回の返済額（元金返済額＋利息支払額）を均等（一定）にする返済方法です。 

※2：毎回の元金返済額を均等（一定）にする返済方法です。 

※3：ボーナス時増額返済を利用する場合は、毎月の返済日と同じ日に 6 ヶ月ごとの返済となります。 

○ご返済の試算 店頭でお申し出をいただければ、お申し出の条件（融資期間、融資金額など）による返済額を試算します。 

○金利の選択方法 

（１）当初お借入れ時は、「変動金利」または「固定金利」のどちらでも選択できます。 

（２）「固定金利」の適用期間中は「変動金利」に変更できません。 

（３）「変動金利」を選択した場合は、その後いつでも「固定金利」に変更することができます。 

○固定金利の取扱 

（１）当初固定金利期間は、3年・5年・10年・15年・20年・全期間のうち、いずれかを選択できます。 

・借入当初より固定金利期間 3年を選択の場合、借入当初の金利適用期間は 3年間となります。 

・3 年経過時点で、再度固定金利を選択することもできますが、この金利は当初の金利とは異なる可能

性があります。 

（２）固定金利を選択する場合には、選択の都度手数料 11,000円（消費税等を含む）が必要になります。 

ただし、当初借入した時に固定金利を選択する場合、手数料は不要です。 

（３）固定期間終了時には、あらためて「固定期間」または「変動金利」を選択することができます。 

「固定金利」を選択した場合は、手数料 11,000円（消費税等を含む）が必要になります。固定期間終了時

に、特にお申し出のない場合は、変動金利となります。 

（４）固定金利期間中には、新たな固定金利期間の設定や変動金利への切替えはできません。 

（５）固定金利期間中に全額繰上返済する場合は、当行所定の手数料が必要です。 

この場合、当行の取扱手数料とは別に四国保証サービス(株)の事務手続料 5,500 円（消費税等を含

む）が必要です。 
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○変動金利の取扱 

（１）融資利率は、半年毎に見直しします。 

（２）元利均等返済の場合、融資利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本分と利息分の割合を 

調整し、5年間は返済額を変更しません。 

（３）元利均等返済の場合、返済額の見直しは 5年毎に行いますが、新返済額は旧返済額の 1.25倍を 

上限とします。 

（４）元利均等返済の場合、最終回返済額は、毎回返済額にかかわらず、残存元金額とその利息に未払 

利息を加えた額とします。最終回返済日に一括して返済することが困難なときは、最終回返済日の３ヶ

月前の返済日までに銀行に書面で申し出てください。 

（５）元金均等返済の場合、融資利率が大幅に上昇した際には、毎回の返済額が大幅に増加する可能性が

あります。 

○ご融資利率 利率については、窓口でお問い合わせください。 

○エコ住宅 

 （サステナブル住宅） 

対象住宅が、四国銀行の定める【サステナブル住宅認定基準】に該当の場合、エコ住宅として「新

規実行金利（エコ住宅ローン）」を適用します。 

【サステナブル住宅認定基準】 

項目 【サステナブル住宅認定基準】 

新築・築浅（築 10年以内） 対象住宅が高気密・高断熱性に優れている。 

中古物件（築 10年超） 購入に際し、相応のリフォーム/リノベーション実施済（予定） 

推奨住宅 

高い省エネ性能を有する以下の推奨住宅 

・【BELS評価住宅】 

・【ZEH(net Zero Energy House)住宅】 

  ※含む【Nearly ZEH】【ZEH Oriented】【ゼロエネ相当】など 

・【LCCM住宅】 

・【認定低炭素住宅】【長期優良住宅】【性能向上計画認定】 

・【電化住宅】 

高機能設備設置 

対象住宅にいずれかの設備が設置済み、または設置予定 

・【太陽光発電システム】 

・【HEMS】 

・【燃料電池】【蓄電池】 

・【家庭用コージェネレーションシステム】 

(エネファーム・エコウィル)など 

・【ガス床暖房・給湯暖房システム】（湯トリオシステム）など 

・【高効率給湯器】（メーカー及び商標不問） 

「電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート）」 

「潜熱回収型ガス給湯器  （エコジョーズ）」 

「潜熱回収型石油給湯器  （エコフィール）」 

「ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器（ハイブリット給湯器）」 

・【免震装置】 

など、各設備の上位互換含む 
 

○担保 四国保証サービス(株)に対して、ご利用対象物件を担保として差入れていただきます。 

○火災保険 ご利用対象物件(建物)については、万一に備え相当額の火災保険にご加入していただきます。 

○保証人 四国保証サービス(株)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は必要ありません。 

○団体信用生命保険 

（１）原則として、社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、当行を保険金受取人とし、借主を被保険者と

する団体信用生命保険に加入していただきます。  

（２）保険料は、当行が負担いたします。 

（３）お客さまのご希望により、当行所定の団体信用生命保険に加入することができます。   

※詳細につきましては、各団体信用生命保険の商品概要説明書を参照してください。 
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○お申込み時に 

  必要な書類 

（１）所得を証明するもの 

（２）健康保険証 

（３）資金のお使いみちと担保を確認させていただくための書類 

 
土地付住宅 

ご購入 

マンション 

ご購入 

住宅 

ご新築 
増改築 

土地 

ご購入 

売買契約書 ○ ○   ○ 

工事請負契約書または見積書   ○ ○  

物件案内図 ○ ○   ○ 

建築確認通知書   ○ ○  

公図・実測図 ○  ○ ○ ○ 

不動産登記簿謄本 ○ ○ ○ ○ ○ 

 (注)ご提出いただいた書類は、お返しできるものはコピーのうえ返却いたします。 

○個人信用情報 

  機関の利用 

(1) このローンに関して、当行および保証会社である四国保証サービス（株）は取引上の判断を行うため、

個人信用情報機関を利用します。 

(2) この場合、お借入の内容（借入日、借入残高等）が、個人信用情報機関に登録され、個人信用情報機

関の会員がこの情報を利用することがあります。 

○諸費用 

ご契約時に、契約書に貼付する印紙代、担保設定等の登記費用、担保物件にかかる火災保険料等、およ

び四国保証サービス（株）に対する次の保証料・手数料が必要です。 

(1) 四国保証サービス（株）に対する手数料・・・55,000円（消費税等を含む） 

(2) 四国保証サービス（株）に対する保証料の支払い方法 

・一括前払方式（注１）もしくは分割後払方式（注２）のいずれかを選択できます。 

・ただし、返済途中で、一括前払方式から分割後払方式への変更、または分割後払方式から一括前

払方式への変更はできません。 

（注１） お借入時に、次の表の金額を、一括して保証会社にお支払いいただきます。 

（注２） ローン金利に保証料相当分（０．２％）の利率を上乗せしてお支払いいただきます。 
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○四国保証サービス

（株）に対する 

保証料 

保証料額（保証金額 百万円あたり） 

保証期間 

（融資期間） 
保証料 

保証期間 

（融資期間） 
保証料 

１年 １，０００円 ２１年 １８，４８３円 

２年 ２，０１０円 ２２年 １９，１８２円 

３年 ３，００９円 ２３年 １９，８６８円 

４年 ３，９９６円 ２４年 ２０，５３３円 

５年 ４，９７０円 ２５年 ２１，１７６円 

６年 ５，９３２円 ２６年 ２１，８１０円 

７年 ６，８７７円 ２７年 ２２，４２０円 

８年 ７，８０９円 ２８年 ２３，０１８円 

９年 ８，７２９円 ２９年 ２３，５９７円 

１０年 ９，６３１円 ３０年 ２４，１５６円 

１１年 １０，５１８円 ３１年 ２４，７０４円 

１２年 １１，３９０円 ３２年 ２５，２３５円 

１３年 １２，２４８円 ３３年 ２５，７４１円 

１４年 １３，０８５円 ３４年 ２６，２３８円 

１５年 １３，９０９円 ３５年 ２６，７２０円 

１６年 １４，７１５円 ３６年 ２７、１８１円 

１７年 １５，５０１円 ３７年 ２７、６３２円 

１８年 １６，２７３円 ３８年 ２８，０６６円 

１９年 １７，０２８円 ３９年 ２８，４８４円 

２０年 １７，７６３円 ４０年 ２８，８８９円 
 

○条件変更および 

  繰上返済手数料 

   

当行が定めた住宅ローンの要件に合致し、四国保証サービス（株）の承諾が得られる場合は、期間延長、

毎月返済とボーナス返済分の組替えなどの条件変更ができます。 

この場合、次の手数料が必要になります。 

  ・条件変更手数料（当行へ）･･･5,500円（消費税等を含む） 

  ・条件変更手数料（四国保証サービス（株）へ）･･･5,500円（消費税等を含む） 

  ・保証料（四国保証サービス（株）へ） 

残存期間によって四国保証サービス（株）所定の方式により保証料の見直しを行うので、追加の保証料

が必要となる場合があります。 
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○繰上返済手数料 (1) 変動金利期間中の場合 

返済方法 手数料金額（税込） 

一部繰上返済 
5,500円 

全額繰上返済 

  ・その他、四国保証サービス(株)への事務手数料 5,500円（消費税等を含む）が必要です。 

(2) 固定金利期間中の場合 

繰上返済額 手数料金額（税込） 

500万円未満 22,000円 

500万円以上 

1,000万円未満 
33,000円 

1,000万円以上 55,000円 

  ・その他、四国保証サービス(株)への事務手数料 5,500円（消費税等を含む）が必要です。 

  なお、保証料については、四国保証サービス（株）所定の方式により保証料の見直しを行いますので、 

保証料が返還される場合があります。  

○当行が契約して 

いる指定紛争解

決機関 

一般社団法人 全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号 0570－017109 または 03－5402－3772 


